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取 組 事 例 

（所定外労働削減・年休取得促進・多様な正社員・朝型の働き方・テレワーク・勤務間インターバル・選択的週休３日制） 

 

企業名：カナツ技建工業株式会社 所在地：島根県 

社員数：274人 

（時点：2025年１月） 

業 種：建設業 

事業内容：土木事業、建築事業、環境事業、住宅事業 

 

 

◼ 働き方・休み方改革に取り組んだ背景と狙い 

 日本国内、また建設業における恒常的な人手不足と人材確保の課題に直面し、働きやすい

職場づくりについては業界を挙げての喫緊の課題である。また、政府の進める「働き方改

革」、そして企業が永続的に発展するために必須である「生産性向上」に向けて、従業員の

心身の健康を担保し、働きやすく働き甲斐のある「社員満足度の向上」を達成するべく、

さまざまな施策を実施している。 

 

◼ 主な取組内容 

ノー残業デーの設定 

 毎週水曜日を「ノー残業デー」と定め、定時での退社を奨励している。本社勤務者には当

日の朝に一斉メールを送ることで啓発活動を行っている。その他事業所では啓発ポスター

を掲示し、活動の促進につなげている。 

 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による業務の効率化 

 ＩＣＴを活用し、３次元データによる作図、写真撮影、ＭＲ技術（複合現実）による測定

作業など様々な取組による現場管理業務の効率化や、全社的にＲＰＡ（ロボティック・プ

ロセス・オートメーション）やＷＦ（ワークフローシステム）を導入することによる事務

業務の効率化を図っている。 

 また、社内会議だけではなく、現場の立会・検査でもリモート会議を活用。資料共有やビ

デオ通話等により、業務効率化、会議参加のための移動時間の削減に繋がっている。 

 

レディースパトロール 

 2016年より、弊社女性職員（技術職、事務職を問わず）による現場パトロールを定期的に

開催している。安全管理の視点のほか、女性や若手社員が働きやすい現場かどうかという

視点でチェックを行い、結果を現場にフィードバックしている。 

 

休暇制度（育児・介護・看護）、育児･介護時短勤務制度の法定以上の拡大 

 かねてより休暇制度および時短勤務制度について、法定以上の待遇を規程として整備し実

施してきたが、女性職員の社内プロジェクトチームより利用の実情や今後に備えた制度改
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正の要望があったため、さらなる制度の拡大を行い、2019年６月より運用を行っている。 

 

運用中の各種制度（括弧内は法定内容） 

【育児休業】 最長２歳に達する日まで （法定：最長２歳に達する日） 

【育児時短】 中学校就学前まで （法定：３歳未満まで） 

【介護休業】 最長 365日 （法定：通算 93日） 

【介護時短】 事由が消滅するまで （法定：３年間で２回以上） 

【看護休暇】 中学校就学前まで １人７日、２人 12日、３人以上 17日 

（法定：小学校３年生修了まで １人５日、２人以上 10日） 

 

完全週休２日制の導入 

 2023年６月より、完全週休２日制を導入した。 

 

年休保存休暇制度 

 時効消滅した年次有給休暇を保存休暇として蓄積し、条件を満たした場合使用できる特例

的な休暇制度を設けている。蓄積日数は勤続年数 20年未満で累計限度 30日、勤続年数 20

年以上で累計限度 60日となっている。 

 

作業所異動時休暇制度の導入 

 建設業は、工期や天候等の理由で休日（土・日曜日や祝日）に現場作業をせざるを得ない

環境下にあり休日出勤することもあり得る。さらに、一つの現場が終わったら、また次の

現場に異動するため、新しい現場が始まると休みがとりにくくなる。そこで、新しい現場

への異動前にしっかり休んで次の現場への活力を養うことを目的とし、2020年９月より当

制度を導入した。 

 担当した工事が終了したとき、工期が１年以内の場合は原則５日以上、工期が１年以上の

場合は原則 10日以上、それぞれ休暇を付与する。 

 

◼ 取組の成果・展望 

【所定外労働時間の推移】 

 ＜2022年度＞（月平均）10.2時間 

 ＜2023年度＞（月平均）9.25時間 

 

【年次有給休暇取得日数の推移】 

 ＜2019年度＞年間平均取得日数：10.5日 

 ＜2023年度＞年間平均取得日数：11.3日 

 

柔軟な働き方（時間・場所） 

 かねてよりデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による業務の効率化を目指し環境
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整備を行っていたため、コロナ禍の際に政府より緊急事態宣言が発令された際、分散勤務

やテレワークをスムーズに実施することができた。今後の感染予防として、そしてこれか

らの働き方の変化を見据え、在宅勤務規定を策定し、2021年４月より運用している。 

 

その他の成果 

 社内一斉メールに加え定時後のアナウンスを徹底し、原則定時 30 分後には全員退出して

いる。また各事業所での「ノー残業デー」活動についても確実に進んでいると実感してい

る。 

 レディースパトロールの実施、またフィードバックにより、現場の衛生環境向上や女性が

働きやすい現場作りへの取組は確実に進んでいる。また、現場で働く職員自身の意識向上

につながっている。 

 育児・介護休業等の該当者には積極的な活用を促しており、ここ数年、育児休業および育

児時短勤務制度を利用した該当者の復職率は 100％を達成している。また、男性職員の育

児休業取得も少しずつ拡大し、2023年度は取得率 50％を達成した（６名中３名取得）。 

 建設工事従事者が現場異動時にまとまった休暇を取得しやすくするため策定した作業所異

動時休暇制度については、2020年に導入したところ、施工部門に所属する職員の取得率は

100％を達成している。 

（R7.3） 


